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１．はじめに
　本稿は、欧州諸国の知的財産制度について、複数
回に分けて紹介するものである。今回は、英国の知
的財産制度のうち、商標制度、著作権制度を中心に
解説する。

２．総論
　英国の商標制度の歴史は古い。最初は、1862年、

虚偽表示を禁止する商品標法が制定された後、1875
年、先使用主義による商標登録法が成立した。その
後、1883年、特許・意匠・商標法が制定され、1905
年、1919年の改正を経て、1938年商標法の制定に
至っている。1938年商標法は、その後、約60年の間、
英国商標法の基礎となり、1984年商標法（サービス
マークの導入）を経て、1994年商標法が制定された。
1994年商標法は、他の欧州共同体加盟国の商標法と
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調和すること等を目的として大幅に改正して制定さ
れた。その後、幾度の改正を経て、現在の商標法に
至っている。
　英国の著作権制度の歴史も古く、16世紀に遡る。
当初は、英国の裁判所が書籍に対する保護の必要
性を認めたことから、1557年、書籍登録制度が制定
された。最初の著作権法は、1709年に制定され、著
作者に14年間の排他権が付与され、著作者が生存し
ている場合には、さらに14年間、更新されるもので
あった。1734年には、版権法が成立し、版に対する
著作権の保護がなされ、その後、音楽、演劇、美術
などに著作権保護の範囲が拡大していった。
　1911年には、1986年のベルヌ条約の成立などの影
響を受けて、著作権法が改正され、その後、英国内
の著作権制度に関する議論等に基づく改正を経て、
1988年には、「著作権・意匠・特許法」が制定された。
さらに、情報社会における著作権についての欧州著
作権指令2001/29/EC、及び、TRIPS協定などの影
響を受けて、2003年に著作権法が改正され、その後、
幾度の改正を経て、現在の著作権法に至っている。

３．商標制度
　英国の商標法は、最近では、2016年４月６日に改
正法が施行され、現在に至っている。ここでは、こ
の改正法に基づいて、英国の商標制度について解説
する。（以下、括弧書の条文は、特に指示がない限り、
英国の「商標法」の条文を示す。）

（１）保護対象

「商標」は、「視覚媒体により表現することがで
きるすべての標識であって、ある事業の商品又は
サービスを他の事業の商品又はサービスから識別
することができるもの」と定義されている（１条

（１））。また、商標には、「団体標章」、「証明標章」
が含まれる（１条（２））。
「団体標章」とは、「標章の所有者である団体の

構成員の商品又はサービスを他の事業の商品又
はサービスから識別する標章」と定義され（49条

（１））、「証明標章」とは、「標章が使用される商品
又はサービスについて、その原産地、原材料、製
造方法若しくは提供方法、品質、精度又はその他
の特徴が標章の所有者によって証明されているこ
とを表示する標章」と定義されている（50条（１））。

＜解説＞

英国では、音響、匂い、味についても、視覚
媒体により表現することができる場合には、商標
の保護対象であると解されている。日本では、音
は商標の保護対象であるが（日本国商標法２条１
項）、匂い、味については、商標の保護対象とさ
れていない。なお、日本の商標には団体商標が含
まれるが（日本国商標法７条）、証明商標は含ま
れていない。

（２）登録要件（絶対的不登録事由）

＜識別性＞

商標は、次のものについては、登録されない（３
条（１））。

（a）保護対象（１条（１））の要件を満たさない標
識

（b）識別性を欠く商標
（c）商品若しくはサービスの種類、品質、数量、

用途、価格、原産地、生産時期若しくは提供時
期又は商品若しくはサービスのその他の特徴を
表すために取引上、役立つことができる標識又
は表示のみからなる商標

（d）取引上の通用語において若しくは公正なかつ
確立した商慣習において常用される標識又は表
示のみからなる商標
ただし、商標がその出願日前に使用された結果、

実質的に識別性を有している場合は、（b）、（c）
又は（d）によって拒絶されない。
＜商標として認められない形状＞

次のもののみからなる標識は、商標として登録
されない（３条（２））。

（a）商品自体の性質に由来する形状
（b）技術的成果を達成するために必要とされる商

品の形状
（c）商品に実質的価値を与える形状
＜公共性＞

商標は、次の場合については、登録されない（３
条（３））。

（a）公の秩序又は道徳に反する場合
（b）公衆を（例えば、商品又はサービスの内容、

品質又は原産地について）欺瞞するような内容
である場合


